
権限 税 関与
条例 その他

国 の

道 州 制 特 区 提 案 の 状 況
参考資料４

区 分

札幌医科大学の定員自由化に関する学
則変更届出先の知事への変更 ○

権限
移譲

税
財源

関与
廃止

条例
範囲
拡大

法令の
制 定
改 廃

国への
提案時期等

H19/10/3
第１回答申

2020年度中の法令改正により届出廃止年度中の法令改正により届出廃止

地域医療
労働者派遣法に基づく医師派遣地域の
拡大

地方公務員派遣法に基づく医師派遣先
の拡大

食 の
安全 安心

ＪＡＳ法に基づく監督権限の移譲

○

○

○

H19/12/12
道議会議決

H19/12/19
国へ正式提案

H20/2/14
[国] 参与会議

H20/3/21

1919年年1212月の政令改正により全国で実現済月の政令改正により全国で実現済

北海道のニーズを見極めつつ継続検討北海道のニーズを見極めつつ継続検討

2020年度中の政令改正により全国で実現年度中の政令改正により全国で実現

安全・安心

くらしの
安全・安心

水道法に基づく監督権限の移譲

国土利用の規制権限等の移譲

○ ○

○

○ ○

H20/3/21
[国] 推進本部

H20/3/21
[国] 基本方針変更の

閣議決定
2020年度中の法令改正により年度中の法令改正により2121年度移譲年度移譲

環 境

人工林資源の一体的な管理体制の構築

森林関係審議会の統合

廃棄物処理法に基づく権限の移譲

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

観 光

特定免税店制度の創設

H19/12/18
第２回答申

H20/3/26
道議会議決

国際観光振興業務特別地区の設定

企業立地促進法に基づく権限の移譲

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○観 光

外国人人材受入れの促進

地域限定通訳案内士試験における裁量
の拡大

H20/3/31
国へ正式提案

企業立地促進法に基づく権限の移譲 ○ ○ ○ ○

○

○ ○

地方自治

町内会事業法人制度の創設

法定受託事務の自治事務化

○ ○

○

（注)  「権限移譲」等の分類は、提案の代表的な性格を参考までに分類したものであり、確定したものではない。



道州制特区推進法に基づく国への新たな提案（概要）

Ｈ１９．１２ 北海道

H19.12.19 第１回提案概要

提案項目

地域医療の確保について
○札幌医科大学の定員自由化に関する学則変更届出先の知事へ

変

Ｈ１９．１２ 北海道

の変更
・地域医療を担う医師を育成する札幌医科大学の定員数を地域で決めることができるよう、

定員の変更に必要な学校教育法に基づく学則変更の届出先を国から道に変更するよう提案
します。

○労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大
・労働者派遣法により対象とされていないへき地において 民間病院等の医師が地域医療に・労働者派遣法により対象とされていないへき地において、民間病院等の医師が地域医療に

従事することができるようにするよう提案します。

○地方公務員派遣法に基づく医師派遣先の拡大
・地方公務員派遣法により対象とされていない病院や診療所において、医師である道職員等

が地域医療に従事することができるようにするよう提案します。

食の安全・安心の確保について
○ＪＡＳ法に基づく監督権限の移譲
・食品などの品質表示に関して、違反した道内業者に対する指示は道、最終権限である措置命
令は国とに分かれている指示・監督権限などについて、通報から措置命令まで、北海道が一貫
した対応ができるよう提案するとともに、この提案により国から道に権限等の移譲がなされた場
合、当該事務の実施に必要な財源を国から道に交付金として措置することを提案します。

くらしの安全・安心の確保について
○水道法に基づく監督権限の移譲○水道法に基づく監督権限の移譲
・給水人口５万人を超える水道事業及び一日最大給水量が２万５千トンを超える水道用水供給
事業は国、それ以下は道とに分かれている指導・監督権限について全て道に移譲し、道内にお
ける水道事業等の指導監督は全て道が行うことができるよう提案するとともに、この提案により
国から道に権限等の移譲がなされた場合、当該事務の実施に必要な財源を国から道に交付金
として措置することを提案します。



道州制特区推進法に基づく国への新たな提案概要

H２０.４ 北海道

提案項目提案項目

○ 環 境

国土利用の規制権限等の移譲

土地の利用及び保全に関して、広域的・総合的行政主体である北海道が一括して調整す
ることができるよう、全国的な統一性の確保などを名目として未だ国に残っている農地転
用許可権限や民有保安林の指定・解除権限等を道に移譲するとともに、当該事務について
国が現に要している費用を交付金として措置するよう提案します。

人工林資源の一体的な管理体制の構築

近年、木材輸入量の減少により伐採量が急激に増加しているカラマツなどの人工林資源
の保全と持続的な利用を図ることができるよう、次の提案を行います。
・ 道と市町村が連携した資源管理を行うため、地域森林計画（道作成）と市町村森林
整備計画を統合して道独自の計画を策定できるようにすること。

・ 森林所有者が策定する森林施業計画の認定基準に道独自の基準である樹種別の伐採
量を追加することができるようにすること。

・ 森林所有者が行う伐採届出に道独自の審査手続きを加え、伐採量の抑制を行うこと
ができるようにすることができるようにすること。

森林関係審議会の統合

北海道の林務施策全般を一体的かつ弾力的に議論することができるよう、森林法に基づ
く「森林審議会」と、道条例に基づく「北海道森林づくり審議会」を統合するよう提案し
ます。

廃棄物処理法に基づく権限の移譲

家畜ふん尿や林地残材などの豊富なバイオマスの再生利用の促進や安心・安全で円滑な
廃棄物処理施設の設置など、北海道らしい循環型社会が形成できるよう、次の提案を行い
ます。
・ 国が認定を行えば、都道府県や市町村に分かれている廃棄物処理等に関する許可が
不要となる「再生利用の特例認定」について 国の認定権限を道に移譲し 本道の特不要となる「再生利用の特例認定」について、国の認定権限を道に移譲し、本道の特
性に応じて、道が特例認定の対象となる廃棄物を設定することができるようにするこ
と。

・ 水道水源への配慮など住民の安心・安全を守るため、全国一律に決められている廃
棄物処理施設の技術上の基準について、道条例により独自の基準を上乗せすることな
どができるようにすること。



○ 観 光

特定免税店制度の創設

「北海道洞爺湖サミット」(本年７月)の開催で、世界の目が北海道に集まることを見据
え 国際的に通用する北海道らしい観光地づくりを目指して 観光客が旅行先として北海え、国際的に通用する北海道らしい観光地づくりを目指して、観光客が旅行先として北海
道を選択する大きなインセンティブとなるよう、道内の特定の空港内ターミナル施設等に
おいて、旅客が携帯して道外に持ち出すため購入する輸入品について、関税を免除できる
よう北海道国際観光振興特別措置法（仮称）の創設等を提案します。

国際観光振興業務特別地区の設定

国際的にも通用する質の高い観光地づくりを進めるため、宿泊施設をはじめとする観光
関連施設 設備 整備に対して投資減税を行うことができるよう 北海道国際観光振興特別関連施設・設備の整備に対して投資減税を行うことができるよう、北海道国際観光振興特別
措置法（仮称）の創設を提案します。

企業立地促進法に基づく権限の移譲

観光や食品産業など、本道地域の強みや特性を活かした産業の集積を通じて本道経済全
体の底上げが図られるよう、地方団体が策定する企業立地に係る基本計画に対する国への
協議・同意を不要とするとともに、課税特例の適用対象業種を条例により地域が独自に決協議 同意 不要 す も 、課税特例 適用対象業種 条例 域 独自 決
めることができるよう提案します。

外国人人材受入れの促進

外国人シェフやホテルマンなど、観光関連業務に従事する高度なサービスを提供できる
外国人人材を確保することにより、外国人観光客へのホスピタリティを向上させることが
できるよう、出入国管理に関する基準の変更について、国の専掌事項に対する知事の申出
権を創設することができるよう提案します権を創設することができるよう提案します。

地域限定通訳案内士試験における裁量の拡大

より一層地域の事情に精通した通訳ガイドを養成できるよう、国が設定している地域限
定通訳案内士試験の基準について、独自の合格基準点を設けるなど、北海道独自の試験方
法等の設定ができるよう提案します。

○ 地方自治

町内会事業法人制度の創設

高齢化が進む広域分散型の北海道において、町内会が集会所等の不動産を保有する場合
（地方自治法第２６０条の２）に限らず、住民の相互扶助又は生活環境の維持向上のため（地方自治法第 条 ）に限らず、住民 相 扶助又は 活環境 維持向 た
に共同で取り組む事業（ビジネス）を行う場合にも法人格を取得できるよう提案します。

法定受託事務の自治事務化

今回提案の協議・同意や国の基準に係る法定受託事務について、個別法により法定受託
事務の適用除外と規定することにより、自治事務化を図ることができるよう提案します。



道州制特区の推進に関する意見書

１ 地方分権の推進
将来の道州制を展望し、これまでの中央主導の全国画一的な行政システムから

地域の実情に即した住民主導の行政システムへと転換を図り、地域のことは地域
で決めることができる分権型社会を構築するためには、国から都道府県への権限
移譲等を積み重ねるとともに、住民に最も身近な基礎自治体が中心的な役割を果
たすことができるよう、都道府県から市町村への権限移譲等に取り組むなど、地
方分権の一層の推進に努めることが重要であります。
このため、国においては、地方への権限及び財源の移譲等に積極的に取り組む

よう、お願い致します。

２ 道州制特区推進法の意義
道州制特区の取り組みは、地方からの提案に基づき国から権限及び財源の移譲

を先行的に実施するなど、地方分権の一層の推進を図る上で極めて大きな意義を
持つものであります。
全国知事会としても、これまで２度にわたる緊急アピールを採択するなど、強

く支援してきたところであり、道州制特別区域における広域行政の推進に関する
法律、いわゆる「道州制特区推進法」の成立は、関係各位のご努力の賜物と受け
止め、地方分権を更に前進させるステップとなるものと評価しております。
特定広域団体からの提案を受け、道州制特別区域推進本部における議論に参画

し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べることができる「参与」が置かれた
ことは、地方の声を国政に反映する画期的なシステムであり、地方分権の推進に
とって大きな前進であります。また、特定広域団体の知事に加え全国知事会が推
薦する知事により構成される「参与会議」が今回、初めて開催されることは極め
て意義深いことであると考えております。
このため、国においては、いわば「国と地方の協議の場」ともいうべき参与会

議としての意見を最大限尊重されるよう、お願い致します。

３ 北海道の取組
道州制特区推進法の制定を踏まえ、北海道においては道州制特別区域推進条例

を制定し、道民の参加と対話によって道州制特区の提案を組み立てていくため、
知事の附属機関として道州制特区提案検討委員会を設置し、道民や市町村、経済

、界等から寄せられた提案をベースに公開での審議を行って提案内容を取りまとめ
昨年１２月、北海道議会の議決を経て、国に正式提案したところであります。
今回の北海道の提案は、法に基づく初めての提案として今後の前例となるもの

、 、であることから 地方分権の一層の推進と北海道の自立的発展等を図る観点から
下記の事項に配慮の上、政府においても積極的にその実現に取り組んで頂くよう
お願い致します。
( ) 北海道の提案は、道内市町村の意見聴取等を経て、北海道議会において全会1
派一致で議決されたものであり、国においては、これを最大限尊重すること。

( ) 北海道の提案は、住民に身近な道政上の諸課題を解決するための有力な手立2
てとして、法令改正等の適切な措置を講じるよう求めるものであり、国におい
ては、提案趣旨の実現に向けて多面的な検討に努めること。

平成２０年２月１４日

道州制特別区域推進本部長 福田 康夫 様

道州制特別区域推進本部参与会議
参与 岡山県知事 石井 正弘
参与 北海道知事 高橋 はるみ


